
事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ２ 月 2 2 日 

 

（一社）日本臨床検査薬協会 

（一社）日本試薬協会 

（一社）日本医薬品卸売業連合会 

（一社）日本医療機器販売業協会 

PCR検査消耗品製造等事業者 

 

厚生労働省医政局経済課 

経済産業省製造産業局素材産業課 

    

 

新型コロナウイルス感染症検査に必要な消耗品機材等の安定的な供給について 

 

 

平素より検査試薬及び消耗品機材等の安定供給にご尽力いただき、厚く御礼申し上

げます。 

 

新型コロナウイルス感染症の検査については、引き続き、PCR 検査等により多くの

検査が実施されており、検査に必要なフィルタ付きピペットチップや唾液採取容器な

どの消耗品機材の安定的な供給が難しくなる事例が見られています。 

 

新型コロナウイルス感染者への適切な医療等の提供や、感染拡大防止への対応のた

めには、行政検査その他自治体が事業として実施する検査（以下「行政検査等」とい

う。）を行う自治体、医療機関、登録衛生検査所等において必要な PCR 検査等が適切

に行われることが必要です。 

 

ついては、こうした状況を念頭に、適切な行政検査等の実施のため、自治体、医療

機関及び登録衛生検査所等からの消耗品機材等の発注に優先的に対応いただくとと

もに、必要に応じて増産を図る等の措置を講じていただくことなどにより、安定供給

に努めていただきたく、よろしくお願いいたします。 

 

 

（連絡先） 

厚生労働省医政局経済課医療機器政策室材料価格係 

 電 話：03-3595-3409 

                              メール：kikihoken@mhlw.go.jp 

御中 
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